
魚津市告示第99号 

 

魚津駅東広場基本設計業務及び都市計画道路魚津駅地下道線再整備実施設

計業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱を次のように定める。 

 

令和５年６月２日 

 

 

魚津市長  村椿 晃 

 

 

 

魚津駅東広場基本設計業務及び都市計画道路魚津駅地下道線再

整備実施設計業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 魚津市が整備する魚津駅東広場及び都市計画道路魚津駅地下道線に

ついて、これらの施設に最もふさわしい設計候補者を選定するため、魚津

駅東広場基本設計業務及び都市計画道路魚津駅地下道線再整備実施設計業

務公募型プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する

。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、審査結果を市長に報告す

る。 

（１） 応募者及び応募者の作る提案書その他の応募者から提出された書

類の審査に関すること。 

（２） 提案の評価及び設計候補者の選定に関すること。 

（３） その他設計候補者の選定のため、市長が必要と認めること。 

（構成） 

第３条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 副市長 

（２） 関係諸団体の役職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、市長が委嘱した日から委員会が設計候補者を選定し

た日までとする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。 



２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長は、委員会が設計候補者を選定したときは、選定結果を関係書類

とともに市長に報告するものとする。 

４ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじ

め指定する委員がその職務を代行する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、産業建設部都市計画課に置く。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、 

委員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。 


